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第６ し尿処理事業 

 

１ し尿等処理の現状  

⑴   し尿等の収集運搬  

旧高松市及び牟礼町の家庭等から収集したし尿等は、収集車両で直接、朝

日町の衛生センターまで運搬していますが、塩江町・香川町・香南町・庵治

町・国分寺町・女木町・男木町で収集したし尿等は、効率的な収集運搬を行

うため、各地域に設置しているし尿貯留槽に一時貯留した後、中継輸送車両

により衛生センターへ運搬している。  

また、本市がし尿等処理業務の事務を受託している三木町及び綾川町で収

集されたし尿等についても同様に、各町のし尿貯留槽に一時貯留した後、中

継輸送車両により衛生センターへ運搬している。  

 ⑵ し尿等の処理 

平成28年度までは、本市のし尿処理施設である亀水町の衛生処理センター

でし尿等の処理を行っていたが、同センターの老朽化やし尿等処理量の減少

傾向を踏まえ、経済性の向上と効率的な施設整備・維持管理を図るため、28

年度の試行を経て、29年度からは、朝日町の衛生センターでし尿等から砂や

し渣等を取り除く前処理を行った後、海底送水管で東部下水処理場へ移送

し、東部下水処理場において、下水とし尿等の共同処理を行っている。  

 

２ 令和7年度し尿等処理計画（概要）  

 令和7年度は、次の１市２町のし尿（浄化槽汚泥を含む。）を処理する。  
              （単位：kl ）  

区 分        処 理 量        

高 松 市  51,475 

三 木 町 6,374 

綾 川 町 5,092 

計 62,941 

※ 三木町，綾川町の処理量は、両町からの申請量 

 

 (2) 高松市計画収集処理量      51,475 kl 

種   別 収集量（kl） 常住人口（人） 世帯数（世帯） 昼間流入人口（人） 

し   尿 8,203 9,064 4,440 600 

浄化槽汚泥 43,272 156,425 72,322 2,420 

合   計 51,475 165,489 76,762 3,020 
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３ し尿等処理の流れ 
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４ し尿処理施設の概要  

 し尿処理施設 

名    称  衛生センター 

所 在 地        高松市朝日町五丁目５番56号 

敷 地 面 積         3,378.45㎡  

ア 受入棟、管理棟及び駐輪場  

貯 留 能 力        1,500kl（500kl×３槽）  

工 期         着工   平成７年７月20日     竣工  平成９年３月７日 

設 計 ・ 監 理         ㈱日本環境工学設計事務所 

施設整備工事  西松建設㈱四国支店 

機械設備工事   ㈱荏原製作所四国支店 

総 事 業 費        1,689,864千円（うち組合債1,373,300千円） 

  イ 前処理施設 

   処 理 能 力  378kl／日 

   工 期  着工   平成26年12月22日    竣工   平成28年３月15日 

設 計 ・ 監 理         ㈱ＮＪＳ西部支社高松出張所 

施    工  ㈱西原環境西日本支社関西支店 

総 事 業 費         846,748千円（うち市債641,000千円）  

 

施設の構造概要

                           
（単位：㎡） 

脱 臭 方 法        

 ア 高 濃 度 臭 気        生物脱臭＋活性炭吸着 

 イ 低 濃 度 臭 気        活性炭吸着 

 

   前処理後、東部下水処理場へ移送し、下水と共同処理を行っている。  

   「節水型都市づくり」の観点から、中継所屋上（約1,200㎡）の雨水を有

効利用するため、雨水・中水合わせて150ｍ３の貯留・受水槽を設置し、トイ

レ・床洗浄・機器冷却・樹木への散水等に使用している。  

 

 

区    分  受 入 棟       管 理 棟        前 処 理 棟 駐 輪 場      

主 体 構 造  
鉄筋コンクリート

造  

鉄筋コンクリート

造  

鉄筋コンクリート

造  
鉄骨造  

建 築 面 積  929.50 490.82 133.19 12.00 

床 面 積 

 

 

 

１Ｆ  921.00 

ＢＦ  813.64 

 

 

２Ｆ  456.04 

１Ｆ  460.39 

４Ｆ   50.11 

３Ｆ  129.88 

２Ｆ   34.90 

１Ｆ  129.88 

12.00 

延 床 面 積  1,734.64 916.43 344.77 12.00 

延床面積合計  3,007.84 
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⑵   し尿貯留槽 

名   称 所 在 地 容量(㎥) 備  考 

塩江町貯留槽 高松市塩江町安原下第1号382-１ 110  

庵治町貯留槽 高松市庵治町3319-3 80  

香川町貯留槽 高松市香川町安原下第3号2273-6 304  

国分寺町貯留槽 高松市国分寺町新名2215-6 125 綾川町に管理委託 

女木町貯留槽 高松市女木町字牛カケ805-2 40  

男木町貯留槽 高松市男木町字大井104-10 30  



 

 

   
 
 

     月 

市町 
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計 

 

高松市 

し尿 755.69 613.32 710.34 702.31 671.89 596.57 722.85 630.90 784.75 596.17 666.94 595.65 8,047.38 

浄化槽汚泥 3,934.80 3,968.16 3,378.45 3,423.23 3,094.97 3,238.26 3,554.17 3,280.36 3,142.02 3,448.56 3,550.01 4,414.84 42,427.83 

小計 4,690.49 4,581.48 4,088.79 4,125.54 3,766.86 3,834.83 4,277.02 3,911.26 3,926.77 4,044.73 4,216.95 5,010.49 50,475.21 

 

三木町 

し尿 101.64 115.19 63.04 193.36 57.77 57.81 158.35 56.92 73.46 116.94 101.34 38.88 1,134.70 

浄化槽汚泥 448.64 454.90 396.94 506.95 332.44 392.52 361.80 313.36 396.32 393.52 409.34 601.64 5,008.37 

小計 550.28 570.09 459.98 700.31 390.21 450.33 520.15 370.28 469.78 510.46 510.68 640.52 6,143.07 

 

綾川町 

し尿 95.64 81.80 90.02 93.18 73.66 69.69 90.74 80.80 75.34 77.99 74.79 81.24 984.89 

浄化槽汚泥 314.60 318.20 270.28 287.22 246.49 210.33 249.72 269.38 204.61 271.91 295.31 399.19 3,337.24 

小計 410.24 400.00 360.30 380.40 320.15 280.02 340.46 350.18 279.95 349.90 370.10 480.43 4,322.13 

 

合計 

し尿 952.97 810.31 863.40 988.85 803.32 724.07 971.94 768.62 933.55 791.10 843.07 715.77 10,166.97 

浄化槽汚泥 4,698.04 4,741.26 4,045.67 4,217.40 3,673.90 3,841.11 4,165.69 3,863.10 3,742.95 4,113.99 4,254.66 5,415.67 50,773.44 

小計 5,651.01 5,551.57 4,909.07 5,206.25 4,477.22 4,565.18 5,137.63 4,631.72 4,676.50 4,905.09 5,097.73 6,131.44 60,940.41 

区 分     平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

高 松 市 

11,909 

38,805 

50,714 

10,708 

37,999 

48,707 

10,705 

40,872 

51,577 

10,131 

40,880 

51,011 

9,141 

40,721 

49,862 

8,620 

42,429 

51,049 

8,047 

42,428 

50,475 

三 木 町 

2,107 

6,283 

8,390 

1,771 

6,430 

8,201 

1,511 

6,243 

7,754 

1,573 

6,041 

7,614 

1,216 

5,688 

6,904 

1,233 

5,651 

6,884 

1,135 

5,008 

6,143 

綾 川 町 

1,346 

3,696 

5,042 

1,284 

3,258 

4,542 

1,206 

3,668 

4,874 

1,151 

3,592 

4,743 

1,103 

3,550 

4,653 

1,100 

3,534 

4,634 

985 

3,337 

4,322 

計 

15,362 

48,784 

64,146 

13,763 

47,687 

61,450 

13,422 

50,783 

64,205 

12,855 

50,513 

63,368 

11,460 

49,959 

61,419 

10,953 

51,614 

62,567 

10,167 

50,773 

60,940 

- 7
3
- 

５ し尿・浄化槽汚泥処理量実績 

  年度別し尿・浄化槽汚泥処理量実績 

    備考  ・上段＝し尿  ・中段＝浄化槽汚泥  ・下段＝小計       

（単位：kl ） 

 

 

 

 

 

 

（単位：kl ） 

  令和６年度 月・市町別し尿・浄化槽汚泥処理量実績 

備考  ・上段＝し尿  ・中段＝浄化槽汚泥  ・下段＝小計 
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６ 令和６年度し尿処理単価 

処理経費（千円） 処理量（kl） 処理単価（円／kl） 

235,595 50,475 4,668 

 

７ し尿収集料金の推移（参考） 

 し尿収集料金の基準 

 

 

改定年月日 

定 額 制        
（一般家庭） 

従 量 制     
（事業所等） 

特 別 料 金       （加算） 

人 数 割 
(１人１ヵ
月につき) 

回 数 割 
(１回につき) 

(18 につき) 

ﾎｰｽ２本
(40m)を超
える場合,ﾎｰｽ
１本につき 

軽四輪車に
よる収集の
場合,１回に
つき 

一般家庭用無
臭ﾄｲﾚの場合,
１回につき 

 
昭和29年10月16
日 

円 
12 

円 
－ 

円 
－ 

円 
－ 

円 
－ 

円 
－ 

昭和30年４月１日 － － 12 － － － 

昭和37年４月１日 － － 15 － － － 

昭和39年４月１日 － － 20 － － － 

昭和43年４月１日 50 40 25 － － － 

昭和46年４月１日 60 50 35 － － － 

昭和48年８月１日 75 60 45 100 100 － 

昭和49年７月１日 100 120 60 100 100 － 

昭和50年10月１日 110 130 70 100 100 － 

昭和52年８月１日 150 160 95 100 200 － 

昭和55年１月１日 180 190 115 150 250 250 

昭和59年８月１日 230 240 150 200 320 320 

平成２年10月１日 290 300 190 250 410 410 

平成７年10月１日 330 340 210 280 460 460 

※１ 平成元年５月１日から当該金額によって積算した合計額に消費税及び地方消費税として100分の３を、平成９年

４月１日から100分の５を、平成26年４月１日から100分の８を、成26年４月１日から100分の８を、令和元年10

月１日から100分の10を乗じて得た額（ただし、10円未満の端数金額についてはこれを切り捨てた額）を加算 

※２ １歳未満の者は定額制の人数割人員に含めない 

※３ 高松市国分寺町地区は、平成21年３月31日までは、旧国分寺町の収集料金 

   平成21年４月1日以降は、高松市の収集料金に統一 

 

（令和５年１０月２日から）※定額制及び加算料金の廃止      （単位：円） 

  し尿収集 

   料金の 

    基準 

改定 

年月日 

基本料金 特別料金 

配車料金 

(作業現場１か所につ

き) 

従量料金 

(収集量18ℓにつき) 

臨時収集料金 

(時収集依頼１回につ

き） 

仮設収集料金 

（仮設収集依頼１回につ

き） 

令和５.10.２ 600 230 600 2,700 

※ 料金表により計算した収集料金の合計額に、10%の消費税及び地方消費税相当額を加算する。 

※ 特別料金の「臨時収集料金」が適用される場合は、作業場所が収集当日の計画収集地区以外の場所にあり、予定外 

の大幅な移動や時間指定があった場合。 

※ 特別料金の「仮設収集料金」が適用される場合は、イベント会場や工事現場等で一時的に仮設トイレ等を設置や使 

用及び収集する場合。 

なお、し尿収集料金については、許可業者が決定している。 

 



- 75 - 

 

８ し尿収集業許可一覧表 

     （令和7年４月１日現在） 

許 可 期 間 業 者 名         所 在 地         

令和６年4月1日

～ 

令和８年3月31日 

高松清掃㈱ 

 代表取締役 三日月 善夫 

高松市亀岡町14番11号 

(TEL 831－1555) 

令和６年4月1日

～ 

令和８年3月31日 

㈱高松衛生社 

  代表取締役 川口 義晶 

高松市浜ノ町33番５号  

(TEL 851－4525) 

令和６年4月1日

～ 

令和８年3月31日 

農協清掃㈱ 

  代表取締役 黒川 幸典 

高松市上之町一丁目９番11号 

(TEL 865－6636) 

令和６年4月1日

～ 

令和８年3月31日 

㈱新日本清掃 

  代表取締役 由佐 慎吾 

高松市福岡町三丁目6番36号 

(TEL 821－6178) 

令和６年4月1日

～ 

令和８年3月31日 

㈱三木山田清掃 

  代表取締役 香西 淳史 

木田郡三木町大字池戸2960番地 

(TEL 898－1445) 

令和６年4月1日

～ 

令和８年3月31日 

㈲東讃清掃 

 代表取締役 眞鍋 一弘 

さぬき市長尾東3164番地 

(TEL0879－52－2184) 

令和６年4月1日

～ 

令和８年3月31日 

国分寺衛生社 

 代 表     大西 明彦 

高松市国分寺町柏原993番地6 

(TEL 874－4186) 

※ 原則、一般廃棄物収集運搬業(し尿等)の新規許可を行わない。 


